






基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に基

づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自主性

を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自

立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与す

ることを目的とする。  

（定義）  

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。  

六 情報通信産業 情報記録物（新聞、書籍等の印刷物を除く。）の

製造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他

の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるも

のの制作の事業、放送業（有線放送業を含む。）、ソフトウェア業、

情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業（イン

ターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事

業活動であって政令で定めるものを行う業種をいう。）をいう。

七 特定情報通信事業 情報通信産業に属する事業のうち、情報の

電磁的流通（符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による

発信、伝送又は受信をいう。）の円滑化に資する事業、情報処理の

高度化を支援する事業その他の企業等の経営の能率及び生産性

の向上を図る事業であって、その事業を実施する企業の立地を図

ることが情報通信産業の集積を特に促進するものとして政令で定

めるものをいう。 

八 情報通信技術利用事業 情報通信産業以外の業種に属する事

業者が情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関

する情報の提供を行う事業その他の政令で定める事業をいう。  

（情報通信産業振興計画の作成等）  

第二十八条 沖縄県知事は、情報通信産業の振興を図るための計画

（以下「情報通信産業振興計画」という。）を定めることができる。  

２ 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとす

る。 

一 略 

二 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件

を備えている地域の区域 

三 前号の区域内において特定情報通信事業を実施する企業を促

進するため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を定

める場合にあっては、その区域 

３～８項 （略） 

（情報通信産業特別地区における事業の認定）  

第三十条 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特

別地区の区域において設立され、当該区域内において特定情報通信

事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するも

のであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であ

ることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事の認定を

受けることができる。 

２～４項 （略） 

（課税の特例） 

第三十一条 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業

振興地域の区域内において情報通信産業又は情報通信技術利用事

業の用に供する設備を新設し、又は増設した法人が、当該新設又は
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